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○新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場条例施行規則 

平成17年３月18日規則第92号 

改正

平成17年７月１日規則第185号 

新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場条例（平成16年新潟市条例第84

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（行為の許可申請等） 

第３条 条例第３条第１項の許可を受けようとするものは，別記様式第１号による行為許可申請書

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する行為許可申請書は，行為の日の15日前までに市長に提出しなければならない。

ただし，市長が特に必要があると認める場合は，この限りでない。 

３ 条例第３条第２項の規定により，行為の許可を受けた事項を変更しようとするもの又は条例第

７条の規定により，行為の取止めの申出をしようとするものは，別記様式第２号による行為変更

許可申請書兼取止申出書を市長に提出しなければならない。 

（行為許可書等の交付） 

第４条 市長は，信濃バレー親水レクリエーション広場（以下「親水広場」という。）における行

為を許可する場合は，別記様式第３号による行為許可書を交付する。 

２ 市長は，親水広場における行為の変更を許可する場合は，別記様式第４号による行為変更許可

書を交付する。 

（行為許可書の提示） 

第５条 行為の許可（変更の許可を含む。）を受けたもの（以下「行為者」という。）は，係員か

ら請求があった場合は，その行為許可書（変更の許可を受けたものにあっては行為変更許可書）

を係員に提示しなければならない。 

（使用料の免除） 

第６条 条例第11条に規定する規則で定める特別の理由があると認める場合とは，次の表の左欄に

掲げる場合とし，それぞれ同表の右欄に定めるところにより使用料を免除することができる。 
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特別の理由 使用料を免除する額 

１ 市が主催する事業に利用する場合 全額 

２ 公共的な団体が，直接公共の利益の用に供するために

利用する場合 

全額 

３ その他特に市長が必要と認める場合 その都度市長が定める額 

２ 条例第11条の規定により使用料の免除を受けようとするものは，別記様式第５号による使用料

免除申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定により使用料免除申請書が提出された場合において，使用料の免除を決定

したときは，別記様式第６号による使用料免除決定通知書により申請者に通知するものとする。 

（使用料の還付） 

第７条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認める場合とは，次の表の左欄に掲げ

る場合とし，それぞれ同表の右欄に定めるところにより使用料を還付するものとする。 

還付する場合 還付する額 

１ 行為者がその責めに帰すことができない理由によって利

用できなかった場合 

使用料の額に相当する額 

２ 行為者が行為開始日の15日前までに行為の取止めの申出

をした場合 

３ 市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額 

２ 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは，別記様式第７号によ

る使用料還付申請書を速やかに市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定により使用料還付申請書が提出された場合において，使用料の還付を決定

したときは，別記様式第８号による使用料還付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

（利用の許可申請等） 

第８条 条例第４条第１項の許可を受けようとするものは，別記様式第９号による利用許可申請書

を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 条例第４条第２項の規定により，利用の許可を受けた事項を変更しようとするもの又は条例第

７条の規定により，利用の取止めの申出をしようとするものは，別記様式第10号による利用変更

許可申請書兼取止申出書を指定管理者に提出しなければならない。 

（利用許可書の交付） 
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第９条 指定管理者は，ゴルフ体験場の利用を許可する場合は，別記様式第11号による利用許可書

を交付する。 

２ 指定管理者は，ゴルフ体験場の利用の変更を許可する場合は，別記様式第12号による利用変更

許可書を交付する。 

（利用許可書の提示） 

第10条 ゴルフ体験場の利用の許可（変更の許可を含む。）を受けたもの（以下「利用者」という。）

は，係員から請求があった場合は，その利用許可書（変更の許可を受けたものにあっては利用変

更許可書）を係員に提示しなければならない。 

（届出） 

第11条 親水広場を利用するもの（以下「利用者等」という。）は，次の各号のいずれかに該当す

る場合は，直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。 

(１) 行為を終了した場合 

(２) 親水広場の施設又は設備を損傷し，又は亡失した場合 

(３) 親水広場において災害その他事故が発生した場合 

（原状回復） 

第12条 利用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合は，直ちに原状に回復しなければならな

い。 

(１) 行為を終了した場合 

(２) 行為の許可を取り消された場合 

(３) 行為の中止を命ぜられた場合 

(４) 親水広場からの退去を命ぜられた場合 

（指定管理者の指定の申請） 

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは，別記様式第13号による指定管理者指定申請書

により，市長に申請しなければならない。 

２ 条例第14条第１項及び新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場条例の一部を改正する条例

（平成17年新潟市条例第69号）附則第２項の規則で定める書類は，次に掲げるものとする。 

(１) 定款，寄附行為又はこれらに準ずるもの 

(２) 役員名簿 

(３) 経営状況に関する書類 

(４) 納税を証する書類 
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(５) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第14条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則

この規則は，平成17年３月21日から施行する。 

附 則（平成17年規則第185号） 

この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

別記様式第１号（第３条関係） 
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別記様式第２号（第３条関係） 
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別記様式第３号（第４条関係） 

別記様式第４号（第４条関係） 
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別記様式第５号（第６条関係） 

別記様式第６号（第６条関係） 
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別記様式第７号（第７条関係） 
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別記様式第８号（第７条関係） 
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別記様式第９号（第８条関係） 
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別記様式第10号（第８条関係） 
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別記様式第11号（第９条関係） 
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別記様式第12号（第９条関係） 
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別記様式第13号（第13条関係） 
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